
保健通信 ４月号 
 新入生のみなさん、入学おめでとうございます。２、３年生のみなさん、進級おめでとうございます。今年度から、福島県立いわ

き湯本高校がスタートします。校門の表札や、職員玄関の上に飾ってある校章も新しくなりました。新しい環境での生活は、自分

でも気が付かないうちに、ストレスが溜まってしまうものです。意識的にリラックスを心がけ、体調管理に努めてください。 
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第 1種 

新型コロナウイルス感

染症、クリミア・コンゴ

出血熱、エボラ出血

熱、痘そう 等 

第２種 

インフルエンザ、百日

咳、麻しん、風しん、

流行性耳下腺炎、水

痘(みずぼうそう) 等 

第 3種 

コレラ、細菌性赤痢、

腸管出血性大腸菌

感染症、感染性胃腸

炎 等 

 

■緊急時以外は、休み時間やお昼休みに利用しましょう。 

■授業を休む場合は、担任の先生や教科の先生に断って

から来室しましょう。 

■早退は担任の先生以外許可できません。保健室では、

心身の体調を診て学習が困難とした場合のみ、担

任の先生に連絡します。 

 

■健康診断の詳細については、後日担

任の先生より連絡します。 

■健康診断は、生徒のみなさんが健康

な生活を送るための重要な行事で

す。健康管理に注意して、健診当日は

欠席しないようにしましょう。 

■尿検査について、忘れた場合は学校

で採尿してもらいますので、保健室に

来てください。（女子生徒で月経と重

なった場合は、次回の尿検査で提出

してもらいます。担任の先生または養

護教諭に一声かけてください。） 

 

・感染症にかかった場合は出席停止となります。担任の先生を通して、養護教諭ま

で連絡をしてください。 

・出席停止証明書は担任の先生からもらい、登校後に保健室へ提出してください。 

 

本校の全生徒が、日本スポーツ振興センターの保険に加

入しています。学校の管理下(授業中や部活動、休み時間、

登下校)での、けがや疾病の医療費の一部が給付される制

度です。 

いわき市では、医療費の補助制度があり、高校生の医療

費が市から助成されていますが、日本スポーツ振興センター

からは総医療費の一割支給があります。 

 本人負担額が１，５００円以上かかった場合は給付の対象

になります。対象となる場合は担任の先生または顧問の先生

に報告し、保健室まで書類を取りに来てください。 

 

養護教諭の里見と上遠野です。 

みなさんがホッとするような温かい保健室を目指して、湯高生の心と体の健康をサポート

していきます！体調不良以外でも、相談事があれば気軽に保健室に来てください♪ 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします♪ 

今年度も、秋元 祐介先生が来校してくださいます。 

カウンセリングを受けたいときは、担任の先生または養護教諭に予約をとって

もらいましょう。また、生徒のみならず、保護者の方や教職員も予約可能です。 

 

 

 

 
相談室にいます！ 

毎週木曜日に 

４月・５月のカウンセラー来校日 

４月２８日(木)  

５月１２日(木)、１９日(木) 

 

実施月日 項目 時間 対象

４月２６日（火） 尿検査① ２校時休み時間までに提出 全学年

５月２日（月） 内科検診① １３：１０～ ２年

５月９日（月） 内科検診② １３：１０～ １年

５月１０日（火） 尿検査② ２校時休み時間までに提出 未提出者・再検査者

５月１６日（月） 内科検診③ １３：１０～ ３年

５月１７日（火） 心電図検査・結核検診 １３：００～ １年

５月２７日（金） 尿検査③ ２校時休み時間までに提出 未提出者・再検査者

６月２３日（木） 　９：００～ 全学年

未定 未定 未受検者
歯科検診

https://www.irasutoya.com/2015/03/blog-post_80.html
https://1.bp.blogspot.com/-HYnFUZ9Qlpw/Wp94GPt8vrI/AAAAAAABKqw/PmYCpkOyllsiYBQl35IBEja-DhFLong7ACLcBGAs/s800/kid_job_girl_teacher.png
https://1.bp.blogspot.com/-ulzDbQhymPg/Uku90kElufI/AAAAAAAAYmc/vegcWOOfbBY/s800/spring_clover.png
https://1.bp.blogspot.com/-ulzDbQhymPg/Uku90kElufI/AAAAAAAAYmc/vegcWOOfbBY/s800/spring_clover.png


新型コロナウイルス流行中！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスが流行し、早２年数か月が経とうとしています。福島県では、感染者数の高止まり傾向が続いており、感染拡大防止

重点対策が５月１７日(日)まで延長されることが決まりました。誰にでも感染するリスクがあることを自覚し、一人ひとりが感染予防を意

識することで、感染は最小限に抑えることができます。まずは、自分自身で感染症対策をしっかり行っていきましょう。 

■３密の回避(密集、密接、密閉)■ 

＜密集の回避＞ 

・身体的距離の確保(できるだけ２ｍ、最低でも１ｍは空ける) 

・会話をする際は、可能な限り真正面は避ける 

＜密接の回避＞ 

・外出時の不織布マスクの着用 

(ただし、気温や湿度が高く、気分が悪い場合や熱中症になりそうな場合には、マスクを外す。) 

・室内でも家族以外と接触する際は、マスクを着用する 

＜密閉の回避＞ 

・こまめな換気(３０分に１回以上) 

・可能な限り常時換気を徹底する 

 

 

 

 

 

いわき市では、コロナ感染者の高止まりが続いています。

引き続き、登校前の検温をお願いします。 

体調が優れない、発熱等の症状がある場合は、無理をせず

お休みしてください。 

密閉 

密集 密接 

正しくマスクを着用していますか？！ 

■左の図にもあるように、顎マスクや鼻が出た状態での着用

はやめましょう。 

■人と会話をするときは、正しいマスクの着用で、感染拡大

防止に努めてください。 

一人ひとりの意識で、感染は最小限に抑える

ことができます。 

正しいマスクの着用、手指消毒や手洗いうが

いの徹底をしてください。 

 

 

 

 


